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ブロードバンドラベル（米国）の概要
○ ２０１５年オープンインターネット規則に基づき、ＦＣＣ消費者諮問委員会がブロードバンドラベル
に関する勧告※を策定し、２０１６年４月に公表。ブロードバンドラベルに基づく表示の実施は事業者
に義務づけられておらず、あくまでセーフハーバーとして機能する位置づけ。
※ 消費者がブロードバンドサービスの内容を容易に理解することができるよう、事業者に対して明確かつ理解しや
すい表示（食品の栄養成分表示に倣った表示）を行うことを求めるもの。固定ブロードバンド、モバイルブロード
バンドそれぞれについて、表示すべき項目及び具体的な表示のサンプルを示した。

○ インフラ投資雇用法において、同法の施行（２０２１年１１月）から１年以内に、ＦＣＣがブロード
バンドラベルに基づく表示を事業者に義務づける規制を公布することを規定。ＦＣＣは、２０２２年
３月、４月、５月の３回にわたる公聴会を経て、同年１１月にＦＣＣ規則の改正（ブロードバンドラ
ベル命令）を公布。その後、２０２３年７月、８月に見直しを実施。改正ＦＣＣ規則（ブロードバンド
ラベルのアップデートを含む）は、２０２４年４月（加入者数が１０万以下の事業者については同年１０
月）から適用。

○ 改正ＦＣＣ規則により、事業者に対して、通信料金（初期料金、初期料金の適用期間、初期料金適用期間終
了後の料金、契約期間）、その他の料金（端末に係るレンタル・割賦料金、オプション利用料金、違約金等）、
通信速度、データ容量等の重要な情報を記載したブロードバンドラベルを全ての販売チャネル（ウェブ
サイト、店舗、電話等）において表示（電話の場合は読み上げ）することを義務づけ。

○ 違反を発見した消費者は、ＦＣＣ消費者苦情センターへの申し立てが可能。
〇 ２０２５年１１月、ＦＣＣは事業者の負担軽減のため、一部の要件（例：電話での販売時のブロードバン

ドラベルの読み上げ、利用者ポータルにおける累次のブロードバンドラベルの表示、機械判読性のあるフォーマット
によるウェブサイトでの表示）の撤廃を提案し、意見募集を実施（現在、結果の取りまとめ中）。

宣伝・広告に近接した形でブロードバンド
ラベル（ウェブリンクではなくそのもの）
を表示することを事業者に求めることで、
消費者が契約時にブロードバンドラベルの
内容を目にすることができるようにする。

目立つ表示
消費者がオンラインのアカウント
ポータルを通じて自らの契約につ
いてのブロードバンドラベルに容
易にアクセスすることができるよ
うにすることをＩＳＰに求める。

消費者向けのサービスの比較ツール
を作成するためのデータ収集・集計
を容易にするため、機械判読ができ
る形でブロードバンドラベルの情報
を作成することを事業者に求める。

アカウントポータル 機械判読性
改正ＦＣＣ規則（ブロードバンドラベル命令）の特徴（2025年11月の意見募集前）



ブロードバンドラベル（米国）のテンプレート

固定ブロードバンド モバイルブロードバンド通信料金（月額）
 初期料金
 初期料金の適用期間
 初期料金の適用期間終了後の料金
 契約期間

その他の料金（月額）
 端末に係るレンタル・割賦料金
 オプションサービスに係る料金
 導入費用・手数料
 契約期間内の解約に係る違約金
 税金
※ 事業者の負担よりも消費者の利益を

優先し、その他の料金についても網
羅的な記載が行われることとなった。

通信速度

通信容量（月次）

バンドルにより
適用される割引プラン

【ウェブリンク】

適用されるポリシー
【ウェブリンク】

カスタマーサポート
【アクセス先】



契約サマリー（欧州）の概要

○ 欧州電子通信コード（ＥＥＣＣ：European Electronic Communications Code）指令（２０１８年
１２月）においては、消費者の権利を充足するための取組として、事業者に対して契約に関する情報
提供義務を課している（同指令第１０２条）。 具体的には、契約を締結する前に、事業者から消費者
に対して、明確かつ理解しやすい内容の「契約サマリー」を提供することが義務づけられている。

○ 「契約サマリー」には、少なくとも以下（契約における不可欠な要素）について記載する必要がある。
① 事業者の名称・住所・連絡先（苦情相談に係る連絡先が別にある場合には当該連絡先も含む）

     ② サービスの特徴
     ③ 支払額（初期費用、毎月発生する各料金）
     ④ 契約期間、契約更新・終了の条件
     ⑤ 障害者に対するサービス・製品の設計上の考慮
     ⑥ インターネットアクセスサービスに関する必要な情報（広告表示されている上り・下りの最大・最低速

度に関する明確かつ理解しやすい説明、広告表示の内容と実際のサービスの質との差異が継続的に発生する場合
の救済手段に関する明確かつ理解しやすい説明）

○ その上で、欧州委員会は、２０１９年１２月２１日までに、欧州電子通信規制者機関（ＢＥＲＥＣ：
Body of European Regulators for Electronic Communications）との協議を経た上で、「契約サマ
リー」のテンプレートを特定した実施規則を採択することが求められており、２０１９年１２月１７
日にこの実施規則を採択している。同実施規則は２０２０年１２月２１日から適用されている。
※ ＥＥＣＣ及び同実施規則については、最終的にＥＵ加盟国の国内法令において実装されるものであり、加盟国ご

とに対応に差異が生じることとなる。
○ なお、「契約サマリー」は、消費者が契約を締結する前にその契約の内容をチェックし、また、契約
を締結した後にその契約の内容を参照するに当たっての最も重要な条件について記録したものである
一方で、「契約サマリー」を受領するタイミングが契約手続の最終段階となることが一般的であるた
め、事業者が提供する他のプランとの比較の用途にはそぐわない旨がＢＥＲＥＣから指摘されている。



契約サマリー（欧州）のテンプレート

サービス（・機器）の特徴

事業者の名称、連絡先（苦情相談
に係る連絡先を含む）

インターネットアクセスサービスの
速度、救済手段

支払額
（初期費用、毎月発生する各料金）

契約期間、
契約の更新・終了の条件

障害者に対する
サービス・製品の設計上の考慮

サービスの名称



解約に関する他法（消費者契約法）の規定 5

■消費者契約法

（事業者及び消費者の努力）
第三条 事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容
が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものに
なるよう配慮すること。

二 消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、
権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、事業者が知ることができ
た個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、消費者の権
利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。

三 民法（明治二十九年法律第八十九号）第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引合
意に該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者が同項に規定する
定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が同法
第五百四十八条の三第一項に規定する請求を行うために必要な情報を提供すること。

四 消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使
に関して必要な情報を提供すること。【２０２３年１０月１日施行】

２ 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費
者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

事業者の努力義務の射程は、従前は契約締結時までであったが、第４号の追加により、契
約締結後の契約からの離脱の場面等にまで射程が広げられた。
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